
消
防
署
だ
よ
り

狩
猟
免
許
を
取
得
し
ま
せ
ん
か

　
農
作
物
へ
の
被
害
を
も
た
ら
す
イ
ノ

シ
シ
な
ど
の
鳥
獣
を
わ
な
や
銃
で
捕
獲

す
る
に
は
、
狩
猟
免
許
と
狩
猟
者
登

録
、
ま
た
は
有
害
鳥
獣
捕
獲
許
可
が
必

要
で
す
。

　
農
林
課
、
各
地
域
局
、
ま
た
は
備
中

県
民
局
高
梁
地
域
事
務
所
地
域
森
林
課

で
は
狩
猟
免
許
試
験
の
申
込
用
紙
を
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
狩
猟
免
許
取
得
に
係
る
費
用

（
狩
猟
免
許
試
験
手
数
料
・
狩
猟
初
心

者
講
習
会
受
講
費
）を
補
助
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

問
備
中
県
民
局
高
梁
地
域
森
林
課
☎

21
‐
２
８
４
１
／
農
林
課
☎
21
‐

１
１
９
０

成
羽
病
院 

薬
剤
師
募
集

職
種　
薬
剤
師（
正
職
員
）

応
募
資
格　
45
歳
以
下
で
、
薬
剤
師
免

許
を
取
得（
見
込
み
も
可
）し
、
地
方
公

務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項

に
該
当
し
な
い
こ
と

勤
務
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

受
け
付
け　
募
集
は
随
時
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
成
羽
病
院
事
務
局
へ
電
話
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
方
法
と

試
験
の
日
程
、
内
容
に
つ
い
て
後
日
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

問
成
羽
病
院
事
務
局
☎
42
‐
３
１
１
１

受
験
資
格　
①
平
成
30
年
４
月
１
日
以

降
に
高
校
あ
る
い
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
人
、
ま
た
は
令
和
４
年
３
月

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
人

②
人
事
院
が
①
に
準
ず
る
と
認
め
る
人

試
験
の
程
度　
高
校
卒
業
程
度

受
験
申
込
期
間　

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み　
６
月

21
日（
月
）～
30
日（
水
）に
人
事
院
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

②
持
参
・
郵
送
に
よ
る
申
し
込
み　
６

月
21
日（
月
）～
22
日（
火
）に
、
第
１
次

試
験
地
を
管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事
務

局
へ
申
込
書
を
提
出
、
ま
た
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い（
郵
送
は
６
月
22
日
の
消

印
ま
で
有
効
）

※
採
用
を
希
望
す
る
地
域
の
試
験
を
全

国
の
ど
こ
の
試
験
地
で
も
受
験
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

第
１
次
試
験

試
験
日　
９
月
５
日（
日
）

税
務
職
員
募
集（
国
税
庁
）

場
所　
岡
山
市
ほ
か

試
験
種
目　
基
礎
能
力
試
験
・
適
性
試

験
・
作
文
試
験

第
１
次
試
験
合
格
発
表
日　
10
月
７
日（
木
）

※
第
２
次
試
験
が
10
月
中
旬
に
あ
り
ま
す
。

最
終
合
格
発
表
日　
11
月
16
日（
火
）

問
広
島
国
税
局
総
務
部
人
事
第
二
課

試
験
研
修
係
☎
０
８
２
‐
２
２
１
‐

９
２
１
１
／
高
梁
税
務
署

☎
22
‐
２
５
４
６

情報公開制度実施状況
　「情報公開制度」は、公正で開かれた市政を実現するために
市民の皆さんからの開示請求に基づき、市が保管している情報を
公開するものです。令和２年度の実績は下表のとおりです。

問総務課☎ 21-0209

実施機関 請求
件数

処理状況 異議
申立開示 部分開示 不開示 却下 拒否 取り下げ

市長 58 31 10 5 2 10 0 9
教育委員会 3 3 0 0 ０ ０ ０ ０

計 61 34 10 5 2 10 0 9

「
消
防
用
設
備
等
点
検
ア
プ

「
消
防
用
設
備
等
点
検
ア
プ

リ
」
に
つ
い
て

リ
」
に
つ
い
て

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で

利
用
で
き
る
「
消
防
用
設
備
等
点
検
ア

プ
リ
」
は
、
小
規
模
な
宿
泊
施
設
や
共

同
住
宅
、
飲
食
店
な
ど
の
防
火
対
象
物

の
関
係
者
が
、
消
火
器
、
特
定
小
規
模

施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
、
非
常
警

報
器
具
、
誘
導
標
識
の
点
検
や
報
告
を

簡
単
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
ア
プ
リ
で
作
成
さ
れ
た
報
告
書

を
、
消
防
署
な
ど
へ
の
点
検
報
告
の
際

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ア
プ
リ
は
「
Ａア

ッ

プ

ス

ト

ア

ｐ
ｐ
Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
」

や
「
Ｇグ

ー

グ

ル

プ

レ

イ

ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
ｐ
ｌ
ａ
ｙ
」
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
、
消
防
庁
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
か
ら
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で

す
。

４
月
の
火
災
・
救
急
件
数

火
災　
３
件（
前
月
か
ら
２
件
増
）

救
急　
１
５
５
件（
前
月
か
ら
16
件
減
）

問
消
防
本
部
予
防
課
☎
21
‐
０
１
２
１

消防庁
ウェブサイト

16Ｒ3 (2021) ５月

俳
句
俳
句  　
　

か
き
つ
ば
た

　
　

か
き
つ
ば
た  

凛凛り
ん
り
ん

と
ふ
る
ま
う

と
ふ
る
ま
う  

立立たた

ちち
姿姿

す
が
た

す
が
た　

　
　
　

大大お
お
お
お
久久くく

保保ぼぼ  

裕裕ゆ
う
ゆ
う
子子ここ

さ
ん
（
下
谷
町
）

さ
ん
（
下
谷
町
）


